
令和 ５年 第 5回

仙北市農業委員会総会議事録

令和 ５年 5月 10日 (水 )開 催

仙 北 市 農 業 委 員 会

令和 ５年 第 ５ 回仙北市農業委員会総会議事録

１ ． 開 催 日時 令和 ５ 年 ５ 月 １ ０ 日 （ 水 ） 午 前 9時 ～

２ ． 開 催場所 仙北市役所角館庁舎 １ 階 101・ 102号 室

３ ． 出 席農業委員 (１ ４ 人 )

１ 番 佐 藤 和 ２ 番 佐 藤 孝 典

３ 番 草 彅 良 孝 ５ 番 小 玉 均

６ 番 佐 藤 一 也 ７ 番 大 石 知

８ 番 小田嶋 比左子 ９ 番 千 葉 智 永

１ ０ 番 藤 村 紀 章 １ １ 番 青 柳 良 信

１ ２ 番 門 脇 博 美 １ ４ 番 髙 橋 政 敏

１ ６ 番 眞 崎 純 孝 １ ７ 番 藤 村 隆 清

4． 欠 席委員 （ 3名 ）

４ 番 鈴 木 八寿男 １ ３ 番 齋 藤 瑠璃子

１ ５ 番 荒木田 浩 生

５ ． 議 事日程

第 １ 開 会宣言

第 ２ 会長挨拶

第 ３ 議 事録 署 名 員並 び に会 議 書記 の 指 名

第 ４ 会務諸報告

第 ５ １ ． 報 告

（ １ ） 農 地 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 （ 相 続 等 に よ る 取 得 ） の 規 定 に よ る 届 出

について



（ ２ ） 農 地 の転用事実に関する照会書に対する回答について

（ ３ ） 農 地 改良届申請について

２ ． 議事

（ １ ） 議 案 第 １ ６ 号

農地法第 ３条の規定による許可申請について

（ ２ ） 議 案 第 １ ７ 号

農地法第 ５ 条の規定による許可申請について

（ 3） 議 案第 １ ８ 号

農 業 経 営基 盤 強 化促 進 法 に基 づ く 農 用地 利 用集 積計 画の 承認 に つ

いて

（ ４ ） 議 案 第 １ ９ 号

農用地の買入協議に係る要請について

（ ５ ） 議 案 第 ２ ０ 号

農地法改正に伴 う農地の下限面積 （ 別段面積 ） 要件の廃止につい

て （ 仙北市内全域に設定 した農地 ）

（ ６ ） 議 案 第 ２ １ 号

農地法改正に伴 う農地の下限面積 （ 別段面積 ） 要件の廃止につい

て （ 空き 家に付属 した農地 ）

（ ７ ） そ の他

第 ６ 閉会

６ ． 事 務局職員

局 長 阿 部 聡 参 事 樫 尾 健

主 査 竹 下 義 博

７ ． 書 記

主 査 竹 下 義 博

８ ． 議 事録署名員

２番 佐 藤 孝 典 ３ 番 草 彅 良 孝

９ ． 会 議の概要

職務代 理 こ れ よ り 第 ５ 回仙 北市農業 委員会 総会を開催 致 し ま す 。 今 回 も会長に代わ

り進行を務めます 。 よ ろ し く お願い し ます 。

議 長 本 日 の 出 席 委 員 は １ ４ 名 、 欠 席 委 員 は ３ 名 で す 。 よ っ て 本 委 員 会 は 定 足 数

に達 してお りま す 。 こ れ よ り本日の会議を開きます 。 （ ９ 時 ）

議 長 議 事 録 署 名 員 並 び に 会 議 書 記 の 指 名 を こ ち ら か ら し て も よ ろ し い で し ょ

う か 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 そ れ で は 議 事 録 署 名 員 に ２ 番 佐 藤 委 員 、 ３ 番 草 彅 委

員を指名 し ま す 。 会 議書記は竹下主査を指名 し ます 。

本 日 の 会 議 の 日 程 に つ き ま し て は 、 お 手 元 に 配 布 し て い る 議 事 日 程 に 従

い進行致 し ま す 。 ご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異議無 し と認めます 。 そ れ では日程 ４会務諸報告をお願い し ま す 。

阿 部局長 《 会 務諸報告の朗読及び内容説明 》 （ 9時 ４ 分 ）

議 長 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 そ れ で は 日 程 ５ 報 告 に 入 り ま す 。 事 務 局 よ り お

願い致 し ま す 。

阿 部 局 長 《 （ １ ） 農 地 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 （ 相 続 等 に よ る 取 得 ） に よ る 届 出 に つ い て 》

樫 尾参事 《 （ ２ ） 農 地 の転用事実に関す る照会書に対す る回答について 》



《 （ ３ ） 農 地改良届申請について 》

議 長 そ れ で は 議 事 に入 り ま す 。 議 案 第 １ ６ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る許 可 申

請についてを上程 し ま す 。 事 務局よ り説明をお 願い し ます 。

樫 尾 参 事 そ れ で は 議 案 第 １ ６ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て 説 明

致 し ます 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の所 在 は 田沢 湖 〇 〇 地区 、 登 記 簿 現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区

の〇 〇さん 、 譲 受人は 同 じ く 〇〇地 区の〇〇 さんです 。 申 請事由は相手方の

要 望 、 経 営 規 模 の 拡 大 、 備 考 欄 に 記 載 の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇

〇円となり ます 。

整 理 番号 ２ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区

の〇 〇さん 、 譲 受人は 同 じ く 〇〇地 区の〇〇 さんです 。 申 請事由は相手方の

要 望 、 経 営 規模 の 拡 大 、 備 考 欄 に 記 載 の とお り 、 １ ０ ａ 当 た り 〇 〇円 、 総 額 〇

〇円となり ます 。

整 理 番号 ３ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 〇 〇 県 〇 〇 市 在

住 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 〇 〇 〇 〇 在 住 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事 由 は 相 手 方

の 要 望 、 経 営 規 模 の 拡 大 、 備 考 欄 に 記 載 の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総 額

〇 〇 円 と な り ま す 。 補 足 説 明 に な り ま す が 、 譲 受 人 に つ き ま し て は 相 続 に よ

り 農 地 を 取 得 し 、 週 に ３ 日 ほ ど こ ち ら に 滞 在 し て お り ま す 。 ま た 経 営 に つ い

ては譲受人の会社の方によ り農作業等が行われるとの こと です 。

整 理 番号 ４ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇

樫尾 参 事 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受人 は 整 理 番号 ３ 番 と同 じ く 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事 由 は

相 手方 の 要 望 、 経 営規 模の 拡大 、 備 考 欄 の記 載の とお り 、 10ａ 当 た り 〇〇

円 、 総 額〇〇円とな ります 。

整 理 番 号 ５ 番 、 農 地 の所 在は 田沢 湖 〇〇地 区 、 登 記 簿現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区

の 〇〇さ ん 、 譲 受人は同 じ く 〇〇 地区の 〇〇さんで す 。 申 請事由は相 手方の

要 望 、 新 規 就 農 、 備 考 欄 に 記 載 の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇 〇 円 と

なり ます 。

整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の所 在は 角館 町 〇〇地 区 、 登 記 簿現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡人 は 〇 〇 県 〇 〇

市 在 住 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事 由 は

財 産 処 分 、 経 営 規 模 の 拡 大 、 備 考 欄 に 記 載 の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総

額〇〇円とな り ます 。

整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の所 在は 角館 町 〇〇地 区 、 登 記 簿現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償移 転の 案件 とな り ま す 。 譲 渡人 は持 分 ２ 分 の １ 、 〇

〇 〇 〇 市 在 住 の 〇 〇 さ ん 、 同 じ く 持 分 ２ 分 の １ 、 〇 〇 〇 〇 在 住 の 〇 〇 さ ん 、

譲 受 人 は 整 理 番 号 ６ 番 と 同 じ く 〇 〇 さ ん と な り ま す 。 申 請 事 由 は 財 産 処 分 、

経 営 規 模 の 拡大 、 備 考 欄 に記 載の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇〇 円 と

なり ます 。

整 理 番 号 ８ 番 、 農 地 の所 在は 角館 町 〇〇地 区 、 登 記 簿現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 〇 〇 〇 〇 在 住 の

〇〇 さ ん 、 譲 受人 は角 館 町〇〇 地 区の 〇〇 さ んで す 。 申 請事 由は 財 産処 分 、

経 営 規 模 の 拡大 、 備 考 欄 に記 載の と お り 、 10ａ 当 た り 〇 〇 円 、 総 額 〇〇 円 と

なり ます 。



樫尾 参 事 整 理 番号 ９ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に畑 、 畑 〇〇

筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区

の〇 〇さん 、 譲 受人は 同 じ く 〇〇地 区の〇〇 さんです 。 申 請事由は平成〇〇

年 度 に 農 地 の 売 買 を 行 っ た 際 に 地 番 の 記 載 漏 れ が あ り 、 所 有 権 移 転 登 記 が

未了であ った こと から 、 土 地名義の適正化を行 うとの ことです 。

整 理 番 号 １ ０ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田 〇

〇 筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 角 館 町 〇 〇 の

〇〇 さん 、 譲 受 人は角 館町〇 〇地区 の〇〇 さん とな り ま す 。 申 請事由は相手

方の要望 、 経営規模の拡大とな りま す 。

整 理 番 号 １ １ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 使 用 貸 借 の 新 規 案 件 と な り ま す 。 貸 付 人 は 公 益

社 団 法 人 秋 田 県 農 業 公 社 、 借 受 人 は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請

事 由 は 公 社 特 例 事 業 に 係 る使 用 収 益 権 の 設 定 に よ る貸 付 及 び 借 受 と な り ま

す 。 備 考欄に記載のとお り 、 期 間は〇〇年間とな ります 。

整 理 番 号 １ ２ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 ・ 畑 、

田 〇 〇 筆 、 畑 〇 〇 筆 、 合 計面 積 〇 〇 ㎡ 、 ３ 条 使 用 貸 借 の 更 新 案 件 と な り ま

す 。 貸 付 人は〇 〇地区の 〇〇さ ん 、 借 受 人は同 じ く〇〇地区の〇〇 さんで

す 。 申 請 事 由 は 経 営 移 譲 年金 受 給 の た め 、 経 営 承 継 と な り ま す 。 期 間 に つ い

ては 、 備考欄に記載のとお り 、 〇 〇年間 とな りま す 。 説 明は以上です 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 １ 番 に つ い

て 、 １ ０ 番 藤村委員よ り お願い し ます 。

１ ０ 番藤村 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ２番 につ いては 、 私 が行いま す 。

１ ４ 番髙橋 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ３ 番 、 ４ 番及び ９番 について 、 事 務局よ り お願い し ます 。

樫 尾参事 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ５ 番について 、 １ ６ 番眞崎委員よ りお願い し ま す 。

１ ６ 番 眞崎 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ６ 番 ， ７ 番 、 10番 に ついて 、 ２ 番 佐藤委員よ り お 願い し ま す 。

２ 番佐藤 《 現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ８ 番について 、 ３ 番 草彅委員よ り お願い し ます 。

３ 番草彅 《 現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 １ １ 番 について 、 ５ 番 小玉委員よ りお願い し ます 。

５ 番小玉 《 現地確認報告 》

議 長 整理 番号 １ ２ 番 に つ い て は更 新案 件で すの で 、 現 地 確認報 告は省 略 し ま

す 。

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

１ 番佐 藤 整理番号 ５番の新規就農について 、 詳 細を教 えて ください 。

樫 尾参事 《 譲 受人 （ 新 規就農者 ） に 関す る状況説明 》

７ 番大石 暫時休憩を求めます 。

議 長 暫時休憩と し ます 。 （ ９ 時 ３ ０ 分 ）

議 長 休憩以前に遡り 、 議事 を再開 し ます 。 （ ９ 時 ３ ８ 分 ）

ご 意 見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無いようですので 、 こ のと お り許可す る ことに ご異議ございませんか 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 １ ６ 号 農 地 法 第 3条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に



議 長 ついては 、 許 可 とする こ とに決定 し ま す 。 （ ９ 時 40分 ）

議 長 次 に議案 第 １ ７ 号 農地法 第 ５ 条 の規定 によ る許可申 請についてを 上程 し ま

す 。 事 務局よ り 説明をお願い し ます 。

樫 尾 参 事 そ れ で は 議 案第 １ ７ 号 農 地 法第 ５ 条 の規 定 に よ る 許可 申 請 に つい て 、 整 理

番号 １ 番か ら ３番 までは関連があり ますので一括で説明を致 し ます 。

整 理 番号 １ 番 か ら ３ 番 、 農 地 の 所在 は 西 木町 〇 〇 地区 、 登 記簿 現況 共に田

・ 畑 、 整 理 番 号 １ 番 は 田〇 〇筆 、 畑 〇〇 筆 、 合 計面 積〇 〇 ㎡ 、 整 理番 号 ２ 番 は

田 〇 〇 筆 、 畑 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 整 理 番 号 ３ 番 は 田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積

〇 〇 ㎡ 、 全 て の 合 計 面 積 は 〇 〇 ㎡ と な り ま す 。 １ 番 か ら ３ 番 に つ い て は 賃 貸

借 案 件 と な り ま す 。 整 理 番 号 １ 番 、 賃 貸 人 は 西 木 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 整

理 番 号 ２ 番 は 〇 〇 県 〇 〇 市 在 住 の 〇 〇 さ ん 、 整 理 番 号 ３ 番 は 西 木 町 〇 〇 地

区の 〇〇さ んで す 。 賃 借人は 〇〇と な り ま す 。 一 時転用の 目的は運輸通信用

地 、 内 容 に つ き ま し て は 、 送 電 線 鉄 塔 立 替 工 事 に 係 る 工 事 用 地 と な り ま す 。

工 事 用地 の内 容は 、 周 辺へ の 保安 地 ・ 資 材置場 ・ ヘ リ ポ ー ト な ど に な り ま す 。

一 時 転 用 期 間 に つ き ま し て は 、 許 可 日 か ら 令 和 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日 ま で と

な りま す 。 内 容の説明は以上です 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ こ で 現 地 確 認 報 告 を １ ２ 番 門 脇 委 員 よ り お 願 い し

ます 。

１ ２ 番門脇 《 現 地確認報告 》

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見 、 ご 質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声あ り

議 長 無 い よ う で す ので 、 こ の と お り 許 可 相当 と す る こ と に ご 異 議ござい ませ ん

か 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 １ ７ 号 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る許 可 申 請 に

ついては 、 許可相当と する こと に決定 し ます 。 （ ９ 時 ５ ２ 分 ）

議 長 次 に 議 案 第 １ ８ 号 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 計 画

の承認についてを上程 し ます 。 事務局よ り説明をお願い し ます 。

竹 下主査 議案第 １ ８ 号に ついて説明致 し ます 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 ・ 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 公 社 特 例 売 買 事 業 の 所 有 権 移 転 売 買 案 件 と な

り ま す 。 譲 渡 人 は 〇 〇 県 〇 〇 市 在 住 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 公 益 社 団 法 人 秋

田 県農 業 公 社 で す 。 利 用 目 的は 田 、 １ ０ a当 た り 〇〇 円 、 総 額 〇〇 円と な り ま

す 。 備 考 欄 に 記 載 し て ま す と お り 、 ２ 名 の 方 が 〇 〇 年 間 、 〇 〇 年 間 の 支 払 い

での買受予定とな ってお りま す 。

整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の所 在 は 田 沢 湖〇 〇 地 区 ・ 〇 〇 地区 、 登 記 簿 現 況 共に

田 、 田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 所 有 権 移 転 の 売 買 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人

は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。

利用目的は田 、 １ 0a当 た り〇〇円 、 総 額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 ３ 番 、 農 地 の所 在は 角館 町 〇〇地 区 、 登 記 簿現 況共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇〇 ㎡ 、 所 有 権 移転 の 売 買案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は角 館町 〇〇 地

区 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、 １

０ a当 た り〇〇円 、 総 額〇〇円とな り ます 。

整 理 番 号 4番 、 農 地 の 所 在 は角 館 町 〇〇 地 区 、 登 記 簿現 況 共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 面 積 〇〇 ㎡ 、 所 有 権 移転 の 売 買案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は角 館町 〇〇 地

区 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、 １



竹下主査 ０ a当 た り〇〇円 、 総 額〇〇円とな ります 。

整 理 番 号 ５ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 ・ 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇㎡ 、 新 規 の 賃 貸借 案 件 とな り ま す 。 賃 貸 人は 〇 〇県

〇 〇 市 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は

田 、 期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り〇〇円 、 年 額〇〇円とな り ます 。

整 理 番号 ６ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 整 理 番 号 ５ 番

と同 じ く 〇〇さ ん 、 賃 借人 は田 沢湖〇〇 地区の 〇〇さ んで す 。 利 用目 的は

田 、 期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り〇〇円 、 年 額〇〇円とな り ます 。

整 理 番号 ７ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 合 計 面 積〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃貸 借 案 件と な り ま す 。 賃 貸人 は田 沢湖 〇 〇地

区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、 期

間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年 額〇〇円とな りま す 。

整 理 番号 ８ 番 、 農 地の所 在 は田 沢湖 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 面 積 〇 〇㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借案 件 とな り ま す 。 賃 貸人 は田 沢湖 〇〇 地 区の

相続 人代表 者〇〇さ ん 、 賃 借 人は同 じ く〇〇 地区の〇〇さんです 。 利 用目的

は田 、 期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな りま す 。

整 理 番号 ９ 番 、 農 地の所 在 は角 館町 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 合 計 面 積〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃貸 借 案 件と な り ま す 。 賃 貸人 は角 館町 〇 〇地

区 の〇 〇さ ん 、 賃 借 人は 角館 町〇 〇 地区の 〇 〇さ んで す 。 利 用 目的 は田 、 期

間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年 額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 １ ０ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計 面積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の賃 貸 借 案件 と な り ま す 。 賃 貸 人は 角館 町 〇〇

地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、

竹 下主査 期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな り ます 。

整 理 番 号 １ １ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ の う ち〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 案 件 とな り ま す 。 賃 貸 人

は 角館 町〇〇地 区の〇 〇さ ん 、 賃 借人は 同 じ く〇〇地区の〇〇 さんです 。 利

用 目 的 は 田 、 期 間 は 〇 〇 年 間 、 １ ０ a当 た り 〇 〇 円 、 年 額 〇 〇 円 と な り ま す 。

整 理 番 号 １ ２ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に田 、 田 〇

〇 筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ の う ち〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 整

理 番 号 １ １ 番 と 同 じ く 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。

利 用目 的は 田 、 期 間 は〇 〇年 間 、 １ ０ a当 た り 〇 〇円 、 年 額 〇 〇円と な り ま

す 。

整 理 番 号 １ ３ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に田 、 田 〇

〇 筆 、 合 計面 積 〇 〇㎡ 、 新 規 の 賃 貸借 案 件 とな り ま す 。 賃 貸 人は 角館 町〇 〇

地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、

期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな り ます 。

整 理 番 番 号 １ ４ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田

〇 〇筆 、 合 計 面 積 〇〇 ㎡ 、 新 規 の 賃貸 借 案 件と な り ま す 。 賃 貸人は 西 木町 〇

〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 西 木 町 〇 〇 地 区 の 有 限 会 社 〇 〇 で す 。 利 用 目

的は田 、 期間は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り〇〇円 、 年 額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 15番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田 〇

〇 筆 、 面 積〇 〇 ㎡ 、 新 規 の賃 貸 借 案件 と な り ま す 。 賃 貸人 は 西木 町〇 〇地 区

の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 、 期 間

は〇〇年間 、 １ ０ a当 た り 〇〇円 、 年額〇〇円とな りま す 。

整 理 番 号 １ ６ 番 か ら ６ ６ 番 ま で は 賃 他 借 等 の 再 設 定 案 件 と な り ま す の で 、

説明は割愛させて頂きます 。



竹 下 主 査 ま た 整 理 番 号 ６ ７ 番 か ら ７ ５ 番 ま で に つ い て は 、 農 地 中 間 管 理 事 業 に よ る

賃 貸 借 権 等 の 案 件 に な り ま す 。 先 月 開 催 さ れ ま し た 農 用 地 利 用 調 整 会 議 に

て承 認 頂 き ま し た 案件 と な り ま す ので 、 こ ち ら も 説 明 を割 愛 させ て頂 き ま

す 。 説 明は以上とな りま す 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 現 地 確 認 報 告 を お 願 い し ま す 。 整 理 番 号 １ 番 及 び ７

番 について 、 １ 番佐 藤委員よ りお願い し ます 。

１ 番 佐藤 《 現地確認報告 》

議 長 次 に 整 理 番 号 ２ 番 、 ４ 番 及 び ９ 番 に つ い て 、 ３ 番 草 彅 委 員 よ り お 願 い し ま

す 。

３ 番草彅 《 現 地確認報告 》

議 長 次 に整 理 番 号 ３ 番 、 １ ２ 番 及 び ７ ４ 番 に つ い て 、 事 務 局 よ り お 願 い し ま す 。

竹 下主査 《 現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ５番及び ６番 について 、 １ ６ 番眞崎委員よ りお願い し ます 。

１ ６ 番眞崎 《 現地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ８番 につ いては 、 私 が行いま す 。

１ ４ 番髙橋 《 現地確認報告 》

議 長 次 に整 理番 号 １ ０ 番 及 び １ ３ 番 に つ い て 、 ５ 番 小 玉委 員 よ り お 願い し ま す 。

５ 番小玉 《 現 地確認報告 》

議 長 次 に整理 番号 １ １ 番 、 ７ ０ 番 、 ７ １ 番 、 ７ ２ 番 及 び ７ ３ 番 につ いて は 、 １ １ 番 青

柳委員よ りお願い し ま す 。

１ １ 番 青 柳 《 現 地確認報告 》

議 長 次 に 整 理 番 号 １ ４ 番 、 ７ ５ 番 に つ い て 、 １ ２ 番 門 脇 委 員 よ り お 願 い し ま す 。

１ ２ 番門脇 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 １ ５ 番について 、 事務局よ りお願い し ま す 。

竹 下主査 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番 号 ６ ７ 番 及び ６ ８ 番 につい て 、 ７ 番 大石委員よ りお 願い し ま す 。

７ 番大石 《 現 地確認報告 》

議 長 次に整理番号 ６ ９ 番 について 、 １ ０ 番 藤村委員よ り お願い し ます 。

１ ０ 番 藤村 《 現 地確認報告 》

議 長 整 理 番 号 １ ６ 番 か ら ６ １ 番 に つ い て は 、 再 設 定 案 件 で す の で現 地 確 認 報 告

は省略し ま す 。

議 長 現地確認報告が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無いようですので 、 こ のと お り策定す る ことに ご異議ございませんか 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 １ ８ 号 農業 経 営 基盤 強 化 促進 法に基 づ く 農 用

地 利 用 集 積 計 画 の 承 認 に つ い て は こ の 策 定 を 適 正 と 認 め 、 承 認 す る こ と に

決定 し ます 。 （ １ ０ 時 17分 ）

議 長 次に 議案 第 １ ９ 号 農用 地 の買 入協 議に係 る要請 に つい て を 上程 し ま す 。 事

務局よ り説明をお願い し ます 。

竹 下 主 査 議 案 第 １ ９ 号 に つ い て 内 容 の 説 明 を 致 し ま す 。 今 回 所 有 権 移 転 に 係 る 申 出

が あ り ま し た の で 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 当 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則

第 ３ 条 の改 訂に よ り 改正 前の 農業 経営 基盤 強 化促 進法第 １ ６ 条 第 １ 項 の規 定

に よ り 、 秋 田 県 農 業 公 社 に よ る 買 入 協 議 を 仙 北 市 長 に 対 し て 要 請 す る こ と

につ いて意見の決定を求めるものであ り ます 。

整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は角 館 町 〇〇 地 区 、 登 記 簿現 況 共 に田 、 田 〇 〇

筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 所 有 権 を 移 転 す る 者 は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で



竹下主査 す 。 契 約内容につきま し ては 、 農 業公社買入協議による売買とな り ます 。

整 理 番号 ２ 番 、 農 地の所 在 は西 木町 〇〇 地 区 、 登 記簿 現況 共に田 、 田 〇〇

筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 所 有 権 を 移 転 す る 者 は 西 木 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で

す 。 契 約 内 容 に つ き ま し て は 、 整 理 番 号 １ と 同 じ く 農 業 公 社 買 入 協 議 に よ る

売買となり ます 。 説明は以上とな りま す 。

議 長 説明が終わ りま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声あ り

議 長 無いようですので 、 こ の とお り承認する こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 １ ９ 号 農 用 地の 買入 協議 に係る要 請に つい て

は承認する こ とに決定 し ま す 。 （ １ ０ 時 22分 ）

議 長 次 に 議 案 第 ２ ０ 号 農 地 法 改 正 に伴 う 農 地 の 下 限面 積 （ 別 段面 積 ） 要 件 の 廃

止 に つ い て （ 仙 北 市 内 全 域 に 設 定 し た 農 地 ） 及 び 議 案 第 ２ １ 号 農 地 法 改 正 に

伴 う 農 地 の 下 限 面 積 （ 別 段 面 積 ） 要 件 の 廃 止 に つ い て （ 空 き 家 に 付 属 し た 農

地 ） に つ い て 、 関 連 が あ り ま す の で 一 括 上 程 し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 を お 願

い し ます 。

樫 尾 参事 それ で は議案 第 ２ ０ 号 、 第 ２ １ 号 につ きま し て 内容 の説明を致 し ま す 。 令 和

４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 が 施 行 さ

れ 、 農 地 法 第 ３ 条 許 可 要 件 の 一 つ で あ る 下 限 面 積 要 件 が 廃 止 さ れ る こ と に

な り ま す 。 本 要 件 が 廃 止 さ れ る こ と に よ り 新 規 就 農 な ど に よ る 小 規 模 の 農

地 取 得 が可 能 とな り ま す 。 但 し 取得 要 件 は維 持さ れ て お り 、 全 て の取 得 要件

を 満 た し て い る こ と が 必 要 と な り ま す 。 こ の こ と か ら 仙 北 市 に お い て 、 平 成

２ ８ 年 ５ 月 １ １ 日 付 け で 下 限 面 積 に つ い て 50aか ら 10aへ の 別 段 面 積 の 変 更

樫 尾 参 事 を 行 う 告 示 し て い る こ と か ら 、 別 段 の 下 限 面 積 設 定 を 廃 止 す る 必 要 性 が あ

り 、 議 案 第 ２ ０ 号 で下 限 面積 要件 の廃 止に つい て審議 を求め る もの で あ り ま

す 。 ま た 議 案 第 ２ １ 号 に つ い て は 、 平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ７ 日 付 け で 空 き家に 付 属 し

た 農 地 の 下 限 面 積 の 別 段 面 積 の 設 定 を 行 っ て お り 、 同 様 な 理 由 か ら の 廃 止

についての審議を求めるものであ り ます 。 説 明は以上とな りま す 。

議 長 説明が終わり ま し た 。 ご 意見ご質問等ございませんか 。

『 無 し 』 の 声 あ り

議 長 無いよ う で すので 、 こ の と お り 下限面 積要件 について廃止す る こ と に ご 異

議ございませんか 。

『 異 議無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 議 案 第 ２ ０ 号 農 地 法 改 正 に 伴 う 農 地 の 下 限 面 積 （ 別

段 面 積 ） 要 件 の 廃 止 に つ い て （ 仙 北 市 内 全 域 に 設 定 し た 農 地 ） 及 び 議 案 第 ２

１ 号 農 地 法 改 正 に 伴 う 農 地 の 下 限 面 積 （ 別 段 面 積 ） 要 件 の 廃 止 に つ い て （ 空

き 家 に 付 属 し た 農 地 ） に つ い て は 、 こ の と お り 廃 止 す る こ と に 決 定 し ま す 。

（ １ ０ 時 ２ ６ 分 ）

議 長 予 定 議 案 が 終 了 し ま し た 。 次 に 協 議 ・ 連 絡 事 項 に 入 り ま す 。 事 務 局 よ り 説

明をお願い し ま す 。

樫 尾 参 事 協 議 事 項 令 和 ５ 年 度 県 選 出 国 会 議 員 要 請 集 会 に お け る要 請 事 項に つい て

協議事項 令和 ６ 年度農林関係税制改正の要望事項に ついて

阿部局長 連絡事項 （ １ ） 今 後の日程について

〇 ５ 月 ２ ５ 日 （ 木 ） 午 前 ９ 時 ～

農用地利用調整会議

仙北市役所角館庁舎 １ ０ １ ・ １ ０ ２ 会 議室



○ ６月 ９日 （ 金 ） 午 前 ９ 時 ～

農業委員会総会

仙北市役所角館庁舎 １ ０ １ ・ １ ０ ２ 会 議室

議 長 こ れで 令和 ５ 年第 ５ 回仙北市 農業委 員会総 会を閉会致 し ま す 。 お 疲 れ 様

で した 。 （ １ ０ 時 ３ ６ 分 ）

上 記の とお り会議の顛末を記載 し 、 相違 ない ことを認め 、 署 名する 。

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ０ 日

議 長

署 名 員 ２番

署 名 員 ３番


